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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下枠及び左右の縦枠を枠組みしてなる枠体内に少なくとも３枚以上の可動障子を納め
てなるサッシにおいて、
　前記下枠は上面に長手方向に沿う内レールと外レールとを有し、一方の前記縦枠に隣接
する第１可動障子は前記外レールに案内され、前記第１可動障子に隣接する第２可動障子
は前記内レールに案内され、前記第２可動障子に隣接する第３可動障子は前記外レールに
案内され、
　前記第１可動障子は前記第２可動障子と室内外方向に対向する第１召合せ框を有し、前
記第２可動障子は前記第１召合せ框と対向する第２召合せ框と、前記第３可動障子と室内
外方向に対向する第３召合せ框を有し、前記第３可動障子は前記第３召合せ框と対向する
第４召合せ框を有し、
　前記第２召合せ框と第３召合せ框は前記第２可動障子が第１可動障子側に移動する方向
と反対側に開口する煙返し部を室外側面に有し、前記第１召合せ框と第４召合せ框は各障
子が閉じた状態で前記第２召合せ框と第３召合せ框の各煙返し部と噛合する煙返し部を室
内側面に有し、前記第３召合せ框の煙返し部は室外端部が前記第２召合せ框の煙返し部の
室外端部より室外側寄りに形成されることを特徴とするサッシ。
【請求項２】
　前記第３召合せ框の煙返し部は前記室外側面の内周端部に形成され、室外側に向かって
伸びる当接面部と、該当接面部の室外端部から前記第３召合せ框の外周側に向かって伸び
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る噛合部とからなり、前記当接面部は前記第２可動障子の全開状態において前記第１可動
障子を構成する第１召合せ框の外周面に当接することを特徴とする請求項１記載のサッシ
。
【請求項３】
　前記第３召合せ框の煙返し部を構成する当接面部は、前記噛合部が前記第４召合せ框の
煙返し部と噛合した状態において、前記第３召合せ框と対向する第４召合せ框の外周面と
略面一状とされてなることを特徴とする請求項２記載のサッシ。
【請求項４】
　前記第３召合せ框の煙返し部は前記室外側面の内周端よりも前記第２可動障子の外周側
に形成され、前記第４召合せ框の室内側面は前記煙返し部より前記第３可動障子の外周側
が室外側寄りに形成されることを特徴とする請求項１記載のサッシ。
【請求項５】
　前記枠体には前記第３可動障子に隣接する第４可動障子を納め、該第４可動障子は前記
内レールに案内されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のサッシ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、枠体内に少なくとも３枚以上の可動障子を納めてなるサッシに関し、特に可
動障子を枠体内に室内外の互い違い状に納めてなるサッシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、枠体内に複数枚の可動障子を納めたサッシが知られている。特に、枠体内に３枚
以上の可動障子を納めた場合、可動障子をどのように配置するかによって、各可動障子の
開閉範囲が異なることとなる。従来のサッシでは、４枚引きサッシの場合、縦枠側の２枚
の可動障子を室外側に配置し、中央の２枚の可動障子を室内側に配置し、中央の２枚の可
動障子は縦框の外周面同士が当接することで閉じた状態となるようにされていた。このよ
うなサッシとしては、例えば特許文献１に挙げるようなものがある。
【特許文献１】特開平７－１４５６９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のサッシでは縦框の外周面同士が当接する２枚の障子を有していたため、可動障子
が閉じた状態において室内側から見て２本の縦框が並設配置された状態となる。近年、サ
ッシにおいて障子の框をできるだけ細く見せることが求められており、２本の縦框が並設
配置される従来のサッシは、このニーズに応えることができなかった。
【０００４】
　本発明は前記課題を鑑みてなされたものであり、３枚以上の可動障子を設けた場合にお
いて縦框が並設されることなく可動障子を配置することのできるサッシを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するため、本発明に係るサッシは、上下枠及び左右の縦枠を枠組みして
なる枠体内に少なくとも３枚以上の可動障子を納めてなるサッシにおいて、
　前記下枠は上面に長手方向に沿う内レールと外レールとを有し、一方の前記縦枠に隣接
する第１可動障子は前記外レールに案内され、前記第１可動障子に隣接する第２可動障子
は前記内レールに案内され、前記第２可動障子に隣接する第３可動障子は前記外レールに
案内され、
　前記第１可動障子は前記第２可動障子と室内外方向に対向する第１召合せ框を有し、前
記第２可動障子は前記第１召合せ框と対向する第２召合せ框と、前記第３可動障子と室内
外方向に対向する第３召合せ框を有し、前記第３可動障子は前記第３召合せ框と対向する
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第４召合せ框を有し、
　前記第２召合せ框と第３召合せ框は前記第２可動障子が第１可動障子側に移動する方向
と反対側に開口する煙返し部を室外側面に有し、前記第１召合せ框と第４召合せ框は各障
子が閉じた状態で前記第２召合せ框と第３召合せ框の各煙返し部と噛合する煙返し部を室
内側面に有し、前記第３召合せ框の煙返し部は室外端部が前記第２召合せ框の煙返し部の
室外端部より室外側寄りに形成されることを特徴として構成されている。
【０００６】
　また、本発明に係るサッシは、前記第３召合せ框の煙返し部は前記室外側面の内周端部
に形成され、室外側に向かって伸びる当接面部と、該当接面部の室外端部から前記第３召
合せ框の外周側に向かって伸びる噛合部とからなり、前記当接面部は前記第２可動障子の
全開状態において前記第１可動障子を構成する第１召合せ框の外周面に当接することを特
徴として構成されている。
【０００７】
　さらに、本発明に係るサッシは、前記第３召合せ框の煙返し部を構成する当接面部は、
前記噛合部が前記第４召合せ框の煙返し部と噛合した状態において、前記第３召合せ框と
対向する第４召合せ框の外周面と略面一状とされてなることを特徴として構成されている
。
【０００８】
　さらにまた、本発明に係るサッシは、前記第３召合せ框の煙返し部は前記室外側面の内
周端よりも前記第２可動障子の外周側に形成され、前記第４召合せ框の室内側面は前記煙
返し部より前記第３可動障子の外周側が室外側寄りに形成されることを特徴として構成さ
れている。
【０００９】
　そして、本発明に係るサッシは、前記枠体には前記第３可動障子に隣接する第４可動障
子を納め、該第４可動障子は前記内レールに案内されることを特徴として構成されている
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るサッシによれば、一方の縦枠に隣接する第１可動障子は外レールに案内さ
れ、第１可動障子に隣接する第２可動障子は内レールに案内され、第２可動障子に隣接す
る第３可動障子は外レールに案内され、第２召合せ框と第３召合せ框は第２可動障子が第
１可動障子側に移動する方向と反対側に開口する煙返し部を室外側面に有し、第１召合せ
框と第４召合せ框は各障子が閉じた状態で第２召合せ框と第３召合せ框の各煙返し部と噛
合する煙返し部を室内側面に有し、第３召合せ框の煙返し部は室外端部が第２召合せ框の
煙返し部の室外端部より室外側寄りに形成されることにより、各可動障子がいずれも召合
せ框の対向により隣接するので、縦框を左右に突き合わせる場合に比べて框を細く見せる
ことができ、意匠性を向上させることができる。また、煙返し部の構成により第２可動障
子を第１可動障子側に移動させることができ、可動障子の可動パターンを多様にすること
ができる。
【００１１】
　また、本発明に係るサッシによれば、第３召合せ框の煙返し部は室外側面の内周端部に
形成され、室外側に向かって伸びる当接面部と、当接面部の室外端部から第３召合せ框の
外周側に向かって伸びる噛合部とからなり、当接面部は第２可動障子の全開状態において
第１可動障子を構成する第１召合せ框の外周面に当接することにより、煙返し部によって
第２可動障子の移動範囲を確実に規制することができる。
【００１２】
　さらに、本発明に係るサッシによれば、第３召合せ框の煙返し部を構成する当接面部は
、噛合部が第４召合せ框の煙返し部と噛合した状態において、第３召合せ框と対向する第
４召合せ框の外周面と略面一状とされてなることにより、第３召合せ框の内周面から第４
召合せ框の外周面に渡って略面一状とすることができ、意匠性の向上を図ることができる
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。
【００１３】
　さらにまた、本発明に係るサッシによれば、第３召合せ框の煙返し部は室外側面の内周
端よりも第２可動障子の外周側に形成され、第４召合せ框の室内側面は煙返し部より第３
可動障子の外周側が室外側寄りに形成されることにより、第２可動障子を第１可動障子側
に移動させた際、第３召合せ框の煙返し部が第１可動障子に当接しないようにすることが
できるので、第２可動障子をより縦枠寄りに移動させることができ、第２可動障子を開く
ことにより形成される開口を大きくすることができる。
【００１４】
　そして、本発明に係るサッシによれば、枠体には第３可動障子に隣接する第４可動障子
を納め、第４可動障子は内レールに案内されることにより、縦框同士が突き合わされない
ようにしつつ枠体内にさらに多くの可動障子を納めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の実施形態について、図面に沿って詳細に説明する。図１には本実施形態におけ
るサッシの縦断面図を、図２には本実施形態におけるサッシの横断面図を、それぞれ示し
ている。図２に示すように本実施形態のサッシは、枠体１内に４枚の可動障子２、３、４
、５を納めて構成されている。これら４枚の可動障子のうち、第１可動障子２と第３可動
障子４は、枠体１の室外寄りに配置され、第２可動障子３と第４可動障子５は、枠体１の
室内寄りに配置される。すなわち、各可動障子は隣接する可動障子と室内外方向に互い違
いとなるように配置されている。なお、枠体１内には可動障子が納められる領域の室外側
に網戸が納められる。
【００１６】
　図１及び図２に示すように、サッシを構成する枠体１は、上枠１０と下枠１１及び左右
の縦枠１２、１２を方形状に枠組みして構成されている。下枠１１の上面には内レール１
３と外レール１４が突出状に形成されており、内レール１３は可動障子のうち室内寄りに
配置される第２可動障子３及び第４可動障子５を下枠１１の長手方向に案内し、外レール
１４は可動障子のうち室外寄りに配置される第１可動障子２及び第３可動障子４を下枠１
１の長手方向に案内する。
【００１７】
　上枠１０にも、内案内部１５と外案内部１６が室内外にそれぞれ形成されており、内案
内部１５は第２可動障子３及び第４可動障子５を、外案内部１６は第１可動障子２及び第
３可動障子４を、それぞれ案内する。これによって、各可動障子は上下枠１０、１１の長
手方向に沿って走行自在とされる。
【００１８】
　図２に示すように、一方の縦枠１２に隣接する第１可動障子２は、枠体１の室外寄りに
配置されて外レール１４に案内される。第１可動障子２は上框２０と下框２１及び左右の
縦框２２、２２を方形状に框組みしてなる框体６内にガラス板からなるパネル体７を納め
て構成されている。左右の縦框２２のうち、外周面が縦枠１２と対向する側の縦框２２は
、枠側縦框２３として形成され、それと反対側の縦框２２は、第２可動障子３の框体６と
対向する第１召合せ框２４として形成されている。
【００１９】
　枠側縦框２３は、縦枠１２と対向する外周面側に気密材２３ａを有し、この気密材２３
ａが縦枠１２の内周面に形成される突出片１２ａに当接することで、第１可動障子２と縦
枠１２間の気密性を確保するようにしている。一方、第１召合せ框２４は、外周面に外周
当接部材２４ｂを有している。外周当接部材２４ｂは、第３可動障子４の外周面と対向し
て、その框体６との衝突を緩和すると共に、後述するように第２可動障子３に対するスト
ッパとしても機能する。また、第１召合せ框２４の第２可動障子３と対向する室内側面に
は、第１可動障子２の内周側に向かって開口する煙返し部２４ａが形成されている。
【００２０】
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　第１可動障子２に隣接する第２可動障子３は、枠体１の室内寄りに配置されて内レール
１３に案内される。第２可動障子３は上框２０と下框２１及び左右の縦框２２、２２を方
形状に框組みしてなる框体６内にガラス板からなるパネル体７を納めて構成されている。
左右の縦框２２は、一方が第１可動障子２の第１召合せ框２４と対向する第２召合せ框２
５として、他方が第３可動障子４と対向する第３召合せ框２６として、それぞれ形成され
ている。
【００２１】
　第２召合せ框２５は、外周面にクレセント２５ｂを備え、第１可動障子２と第２可動障
子３とを施錠することができるようにされている。また、第２召合せ框２５の第１召合せ
框２４と対向する室外側面には、第１召合せ框２４の煙返し部２４ａと噛合するように、
第２可動障子３の内周側に向かって開口する煙返し部２５ａが形成されている。第２召合
せ框２５の煙返し部２５ａは、室外側面の厚みの範囲に形成されており、第２召合せ框２
５から室外側に突出するようには形成されていないのに対し、第１召合せ框２４の煙返し
部２４ａは、室内側面の厚みの範囲よりも室内側に突出するように形成され、第２召合せ
框２５の煙返し部２５ａと噛合するようにされている。
【００２２】
　第１可動障子２は隣接する縦枠１２から離れる方向に移動自在とされ、第２可動障子３
は第１可動障子２の移動方向と反対側に移動自在とされるので、第２召合せ框２５の煙返
し部２５ａは、第２可動障子３の移動の際、第１召合せ框２４の室内側面と対向した状態
となるのに対し、第１召合せ框２４の煙返し部２４ａは、第１可動障子２の移動に伴って
第２召合せ框２５と離れる方向に移動するので、第１召合せ框２４の煙返し部２４ａを室
内側に突出させ、第２召合せ框２５の煙返し部２５ａを突出しないように形成することで
、第１召合せ框２４と第２召合せ框２５間の対向距離を小さくしつつ、煙返し部２４ａ、
２５ａが対向する召合せ框と干渉しないようにすることができる。
【００２３】
　第２可動障子３の他方側の縦框２２である第３召合せ框２６は、室外側面の内周端部に
煙返し部２６ａを有している。第３召合せ框２６の煙返し部２６ａは、第２可動障子３の
外周側に向かって開口しており、第２召合せ框２５の煙返し部２５ａと同じ方向を向くよ
うに形成されている。また、これらの第２召合せ框２５の煙返し部２５ａと第３召合せ框
の煙返し部２６ａは、いずれも第２可動障子３が第１可動障子２側に移動する方向と反対
側を向くように開口しており、したがって第２可動障子３は単独で第１可動障子２側に移
動することができる。
【００２４】
　第２可動障子３に隣接する第３可動障子４は、枠体１の室外寄りに配置されて外レール
１４に案内される。第３可動障子４は上框２０と下框２１及び左右の縦框２２、２２を方
形状に框組みしてなる框体６内にガラス板からなるパネル体７を納めて構成されている。
左右の縦框２２は、一方が第２可動障子３の第３召合せ框２６と対向する第４召合せ框２
７として、他方が第４可動障子５と対向し第１可動障子２の召合せ框と同様に形成された
第１召合せ框２４として形成されている。
【００２５】
　第４召合せ框２７は、外周面に外周当接部材２７ｂを有しており、第１召合せ框２４の
外周当接部材２４ｂと対向しており、前述のように第１可動障子２と第３可動障子４の移
動に伴う衝突を緩和する機能を有している。また、第４召合せ框２７の第３召合せ框２６
と対向する室内側面には、第３可動障子４の外周側に向かって開口し第３召合せ框２６の
煙返し部２６ａと噛合する煙返し部２７ａが形成されている。
【００２６】
　第４召合せ框２７の煙返し部２７ａは、第４召合せ框２７の外周側端部が断面略コ字状
をなすように形成されてなり、したがって煙返し部２７ａの室内端部は第４召合せ框２７
の室内側面より室内側に突出しないようにされている。第３召合せ框２６の煙返し部２６
ａは、第４召合せ框２７の煙返し部２７ａと噛合するために第３召合せ框２６の室外側面
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から室外側に向かって突出するように形成されており、室外端部が第２召合せ框２５の煙
返し部２５ａの室外端部より室外側寄りに形成される。具体的には、第３召合せ框２６の
煙返し部２６ａは、第３召合せ框２６の室外側面から室外側に突出する当接面部２６ｂと
、当接面部２６ｂの室外端部から第２可動障子３の外周側に向かって伸びる噛合部２６ｃ
とで構成されている。
【００２７】
　このように、第３召合せ框２６の煙返し部２６ａが、第２召合せ框２５の煙返し部２５
ａに対して段違い状に形成されていることにより、第２可動障子３の両側でそれぞれ第１
可動障子２及び第３可動障子４の各煙返し部に対して噛合しつつ、第２可動障子３を単独
で移動させても各可動障子と干渉しないようにすることができる。また、第２可動障子３
を移動させた際に第４召合せ框２７から離れる方向に移動する第３召合せ框２６の煙返し
部２６ａを、第４召合せ框２７側に向かって突出するように形成したので、第３召合せ框
２６と第４召合せ框２７を近接させつつ移動の際には互いに干渉しないようにすることが
できる。
【００２８】
　ここで、当接面部２６ｂは、第２可動障子３と第３可動障子４が閉じた状態において、
第４召合せ框２７の外周面と略面一状となるように形成されている。これによって、第２
可動障子３と第３可動障子４が閉じた状態において、第２可動障子３の内周面から第３可
動障子４の外周面に渡って略面一とすることができ、意匠性を高くすることができる。な
お、第１召合せ框２４の外周面と第２召合せ框２５の内周面についても、室内外に渡って
略面一状をなすように形成されており、框をできるだけ細く見せることができるようにし
ている。
【００２９】
　第３可動障子４の他方側の縦框２２を構成する第１召合せ框２４は、第１可動障子２の
ものと全く同じ形状を有しており、第３可動障子４と対向する第４可動障子５は、第１召
合せ框２４と対向する側の縦框２２に第２召合せ框２５を配置し、他方の縦枠１２と対向
する側の縦框２２に枠側縦框２３を配置している。そして、これらの構成は第１可動障子
２及び第２可動障子３について説明したものと同様である。
【００３０】
　図３には、図２の状態から第２可動障子３及び第３可動障子４を移動させた状態の図を
示している。この図に示すように、第２可動障子３を第１可動障子２側に移動させて全開
状態とすると、第２可動障子３を構成する第３召合せ框２６は、煙返し部２６ａの当接面
部２６ｂが第１可動障子２の外周当接部材２４ｂに当接する。これによって第２可動障子
３はそれ以上移動できないので、外周当接部材２４ｂが第２可動障子３のストッパとして
機能していることになる。
【００３１】
　このように第３召合せ框２６の煙返し部２６ａを、第２可動障子３の内周端部に設けた
ことで、煙返し部２６ａが第２可動障子３の移動を規制することとなる一方で、第４召合
せ框２７に第３可動障子４の外周端部に煙返し部２７ａを設けることができるので、第３
可動障子４に第３召合せ框２６の煙返し部２６ａと干渉しないようにするための段部を形
成する必要がなく、第４召合せ框２７の形状をシンプルにすることができる。
【００３２】
　各可動障子を開くパターンは、図３のように第２可動障子３を第１可動障子２側に、第
３可動障子４を第４可動障子５側に、それぞれ移動させて枠体１の中央部を大きく開口さ
せるものには限られない。図示しないが、第１可動障子２を第２可動障子３側に、第４可
動障子５を第３可動障子４側に、それぞれ移動させて枠体１の両側をそれぞれ開口させる
こともできる。また、第１可動障子２と第２可動障子３及び第３可動障子４を全て第４可
動障子５側に移動させるか、あるいは第２可動障子３と第３可動障子４及び第４可動障子
５を全て第１可動障子２側に移動させることにより、枠体１の左右いずれか一方を大きく
開口させることもできる。
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【００３３】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態のサッシは、第１の実施
形態のサッシと概ね同様の構成を有しているが、第３召合せ框２６と第４召合せ框２７の
構成が異なっている。このため、図面は横断面図のみを示す。図４には、本実施形態にお
けるサッシの横断面図であって第１可動障子２から第３可動障子４までの拡大図を示して
いる。
【００３４】
　図４に示すように、第３召合せ框２６の室外側面には室外側に向かって突出する煙返し
部２６ａが形成され、第４召合せ框２７の室内側面には第３召合せ框２６の煙返し部２６
ａと噛合する煙返し部２７ａが形成されている。第３召合せ框２６の煙返し部２６ａは、
室外側面の内周端よりも第２可動障子３の外周側寄りに形成されており、またそれに対応
して第４召合せ框２７の煙返し部２７ａは、室内側面の外周端よりも第３可動障子４の内
周側寄りに形成されている。
【００３５】
　これに伴い、第４召合せ框２７の室内側面には、第２可動障子３を開く際に第３召合せ
框２６の煙返し部２６ａが干渉しないように、段部２７ｃが形成されている。このため、
第３召合せ框２６と第４召合せ框２７の間の間隔は、第１の実施形態に比べて大きくなる
。
【００３６】
　図５には、図４の状態から第２可動障子３及び第３可動障子４を移動させた状態の図を
示している。枠体１を構成する下枠１１には、内レール１３が形成される領域の端部に端
部ブロック３０が配置されている。第１可動障子２側に移動された第２可動障子３は、第
２召合せ框２５の外周面が端部ブロック３０に当接することにより、それ以上の移動が規
制される。この際、第１の実施形態と異なり、第３召合せ框２６の煙返し部２６ａは第１
召合せ框２４に設けられる外周当接部材２４ｂと離隔した状態となっている。
【００３７】
　このように、第３召合せ框２６の煙返し部２６ａを室外側面の内周端よりも第２可動障
子３の外周側寄りに形成し、それに対応して第４召合せ框２７の煙返し部２７ａを室内側
面の外周端よりも第３可動障子４の内周側寄りに形成したことで、第２可動障子３を第１
可動障子２側に移動させた際に、第３召合せ框２６の煙返し部２６ａが第１可動障子２に
当接することなく、第２召合せ框２５の外周面が端部ブロック３０に当接するようにでき
るので、第２可動障子３を全開状態として形成される開口をより大きくすることができる
。
【００３８】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態のサッシの横断面図を図
６に示している。この図に示すように、本実施形態のサッシは、枠体１内に６枚の可動障
子を納めて構成されている。これら６枚の可動障子は、図中左側から順に第１可動障子２
、第２可動障子３、第３可動障子４、第４可動障子５、第５可動障子８、及び第６可動障
子９であり、第１可動障子２、第３可動障子４及び第５可動障子８は枠体１の室外寄りに
配置されて外レール１４に案内され、第２可動障子３、第４可動障子５及び第６可動障子
９は枠体１の室内寄りに配置されて内レール１３に案内される。
【００３９】
　ここで、第１可動障子２と第２可動障子３及び第３可動障子４の構成は、第１の実施形
態と同様である。第４可動障子５は、第３可動障子４と対向する縦框２２が第２召合せ框
２５である点は第１の実施形態と同様であるのに対し、他方の縦框２２には第１の実施形
態とは異なり第３召合せ框２６が配置される。第５可動障子８は、第３可動障子４と同じ
構成を有し、第６可動障子９は、第１の実施形態における第４可動障子５と同じ構成を有
している。すなわち本実施形態は、第１の実施形態における第３可動障子４と第４可動障
子５の間に、さらに第２可動障子３と第３可動障子４と同じ構成を有した可動障子を配置
したものであって、第４可動障子５を第３可動障子４側に移動自在とするため、第４可動
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障子５を構成する第２召合せ框２５と第３召合せ框２６にそれぞれ移動方向と反対側に開
口する煙返し部２５ａ、２６ａを形成している。
【００４０】
　このように、内レール１３に案内される室内寄りに配置された可動障子について、左右
の煙返し部を同じ方向に開口するように形成することで、多数の可動障子を室内寄りと室
外寄りの互い違い状に枠体１に納める場合であっても、室内寄りの可動障子を独立して移
動させることができる。なお、可動障子の枚数をさらに増やして例えば８枚を枠体１内に
納めるようにすることもできる。
【００４１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の適用は本実施形態には限られず
、その技術的思想の範囲内において様々に適用されうるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】第１の実施形態におけるサッシの縦断面図である。
【図２】サッシの横断面図である。
【図３】図２の状態から第２可動障子及び第３可動障子を移動させた状態の図である。
【図４】第２の実施形態におけるサッシの横断面図であって第１可動障子から第３可動障
子までの拡大図である。
【図５】図４の状態から第２可動障子及び第３可動障子を移動させた状態の図である。
【図６】第３の実施形態のサッシの横断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　　１　　枠体
　　２　　第１可動障子
　　３　　第２可動障子
　　４　　第３可動障子
　　５　　第４可動障子
　　６　　框体
　　７　　パネル体
　１０　　上枠
　１１　　下枠
　１２　　縦枠
　１３　　内レール
　１４　　外レール
　２０　　上框
　２１　　下框
　２２　　縦框
　２３　　枠側縦框
　２４　　第１召合せ框
　２４ａ　煙返し部
　２４ｂ　外周当接部材
　２５　　第２召合せ框
　２５ａ　煙返し部
　２５ｂ　クレセント
　２６　　第３召合せ框
　２６ａ　煙返し部
　２６ｂ　当接面部
　２６ｃ　噛合部
　２７　　第４召合せ框
　２７ａ　煙返し部
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　２７ｂ　外周当接部材
　２７ｃ　段部
　３０　　端部ブロック

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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